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「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の 

資産要件等について」の一部改正について 

  

 居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場合の資産要件

等については、「居宅介護等事業の経営を目的として社会福祉法人を設立する場

合の資産要件等について」（平成 12 年９月８日付厚生省大臣官房障害保健福祉

部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知）により定

められておりますが、今般、当該通知を別添のとおり改正し、平成 25 年４月１

日から適用することといたしましたので、御了知の上、適切な法人認可及び指

導監督等に当たっていただくとともに、都道府県におかれましては、貴管内の

移譲される市（特別区を含む。）に対して周知いただきますようお願いいたし

ます。 

 なお、当該通知については、地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号）第 245 条

の４第１項の規定に基づく技術的助言として発出するものです。 
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す
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金

、
預

金
、

確
実

な
有

価
証

券
又

は

不
動

産
に

限
る

。
以

下
同

じ
。
）

を
基

本
財

産
と

す
る

こ
と

で
足

り
る

も
の

と
す

る
こ

と
。
 

①
 
 

５
年

（
特

定
非

営
利

活
動

促
進

法
（

平
成

1
0
年

法
律

第
７

号
）

第
２

条
第

２
項

に

規
定

す
る

特
定

非
営

利
活

動
法

人
の

場
合

又
は

当
該

居
宅

介
護

等
事

業
の

事
業

所
の

所

在
地

の
市

町
村

長
が

法
人

格
を

取
得

す
る

こ
と

に
つ

い
て

推
薦

を
し

た
場

合
に

は
３

年
）
以

上
に

わ
た

っ
て

、
居

宅
介

護
等

事
業

の
経

営
の

実
績

を
有

し
て

い
る

と
と

も
に

、

地
方

公
共

団
体

か
ら

の
委

託
、

助
成

又
は

介
護

保
険

法
（

平
成

９
年

法
律

第
1
2
3
号

）

に
基

づ
く

指
定

居
宅

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
、

指
定

地
域

密
着

型
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

、
指

定

介
護

予
防

サ
ー

ビ
ス

事
業

者
若

し
く

指
定

地
域

密
着

型
介

護
予

防
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の

指
定

又
は

障
害

者
自

立
支

援
法
（

平
成

1
7
年

法
律

第
1
2
3
号

）
に

基
づ

く
指

定
障

害
福

祉
サ

ー
ビ

ス
事

業
者

の
指

定
を

受
け

て
い

る
こ

と
。

 

 

②
 
 

一
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

い
て

の
み

事
業

を
実

施
す

る
こ

と
。

 

２
 

居
宅

介
護

等
事

業
を

経
営

す
る

事
業

と
併

せ
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

事
業

の
範

囲
 

１
に

掲
げ

る
要

件
を

満
た

す
も

の
と

し
て

設
立

さ
れ

た
法

人
は

、
居

宅
介

護
等

事
業

の

経
営

の
み

を
行

う
こ

と
を

原
則

と
す

る
が

、
次

に
掲

げ
る

事
業

に
つ

い
て

は
、

居
宅

介
護

等
事

業
の

経
営

と
併

せ
て

行
う

こ
と

が
で

き
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

①
 

障
害

児
相

談
支

援
事

業
、

一
般

相
談

支
援

事
業

又
は

特
定

相
談

支
援

事
業

 

②
 

障
害

児
通

所
支

援
事

業
（

児
童

発
達

支
援

又
は

放
課

後
等

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

に
限

る
。
）

又
は

老
人

デ
イ

サ
ー

ビ
ス

事
業

 

③
 

重
度

障
害

者
等

包
括

支
援

 

④
 

移
動

支
援

事
業

 

⑤
 

地
域

活
動

支
援

セ
ン

タ
ー

を
経

営
す

る
事

業
 

な
お

、
公

益
事

業
又

は
収

益
事

業
に

つ
い

て
は

、
１

に
掲

げ
る

要
件

を
満

た
す

も
の

と

し
て

設
立

さ
れ

た
法

人
の

財
政

基
盤

が
脆

弱
で

あ
る

こ
と

に
配

慮
し

つ
つ

、
地

域
福

祉
の



新
 

旧
 

推
進

を
図

る
観

点
か

ら
、

所
轄

庁
が

当
該

法
人

の
行

う
社

会
福

祉
事

業
に

支
障

が
な

い
と

認
め

る
場

合
に

は
、

こ
れ

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

 

３
 

定
款

変
更

の
認

可
申

請
 

２
以

上
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

い
て

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

２
の

①

～
④

に
掲

げ
る

事
業

以
外

の
事

業
を

経
営

し
よ

う
と

す
る

場
合

そ
の

他
本

通
知

に
定

め
る

資
産

要
件

等
を

満
た

さ
な

く
な

る
よ

う
な

場
合

に
は

、
当

該
法

人
は

、
所

轄
庁

に
対

し
て

遅
滞

な
く

定
款

の
変

更
の

認
可

申
請

を
行

う
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

４
 

施
行

期
日

 

こ
の

通
知

は
平

成
1
2
年

９
月

８
日

か
ら

施
行

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

推
進

を
図

る
観

点
か

ら
、

所
轄

庁
が

当
該

法
人

の
行

う
社

会
福

祉
事

業
に

支
障

が
な

い
と

認
め

る
場

合
に

は
、

こ
れ

を
行

う
こ

と
が

で
き

る
も

の
と

す
る

こ
と

 

３
 

定
款

変
更

の
認

可
申

請
 

２
以

上
の

都
道

府
県

の
区

域
内

に
お

い
て

事
業

を
実

施
し

よ
う

と
す

る
場

合
、

２
の

①

～
④

に
掲

げ
る

事
業

以
外

の
事

業
を

経
営

し
よ

う
と

す
る

場
合

そ
の

他
本

通
知

に
定

め
る

資
産

要
件

等
を

満
た

さ
な

く
な

る
よ

う
な

場
合

に
は

、
当

該
法

人
は

、
所

轄
庁

に
対

し
て

遅
滞

な
く

定
款

の
変

更
の

認
可

申
請

を
行

う
も

の
と

す
る

こ
と

。
 

４
 

施
行

期
日

 

こ
の

通
知

は
平

成
1
2
年

９
月

８
日

か
ら

施
行

す
る

も
の

と
す

る
こ

と
。

 

 


